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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に矩形またはストライプ状の複数の凸部を有する下地膜を形成し、
　前記下地膜上に半導体膜を形成し、
　複数のレーザー発振装置から出力された複数のレーザー光を光学系により集光して互い
に一部重ね合わせ、
　重ね合わされた前記レーザー光の長手方向に垂直な方向における幅をスリットにより制
限し、
　幅が制限された前記レーザー光を相対的に走査させて前記半導体膜に照射することで、
前記半導体膜の結晶性を高め、
　結晶性が高められた前記半導体膜の上面全体を、前記複数の凸部の一部が露出するよう
に除去し、
　前記半導体膜をパターニングすることで、前記複数の凸部間に存在する複数の島状の半
導体膜を形成し、
　前記複数の凸部を除去し、
　前記複数の島状の半導体膜を用いて複数の薄膜トランジスタを形成することを特徴とす
る半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　基板上に矩形またはストライプ状の複数の凸部を有する下地膜を形成し、
　前記下地膜上に半導体膜を形成し、
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　複数のレーザー発振装置から出力された複数のレーザー光を光学系により集光して各レ
ーザー光の照射領域での形状の中心を結ぶ線が直線を描くように互いに一部重ね合わせ、
　重ね合わされた前記レーザー光の長手方向に垂直な方向における幅をスリットにより制
限し、
　幅が制限された前記レーザー光を相対的に走査させて前記半導体膜に照射することで、
前記半導体膜の結晶性を高め、
　結晶性が高められた前記半導体膜の上面全体を、前記複数の凸部の一部が露出するよう
に除去し、
　前記半導体膜をパターニングすることで、前記複数の凸部間に存在する複数の島状の半
導体膜を形成し、
　前記複数の凸部を除去し、
　前記複数の島状の半導体膜を用いて複数の薄膜トランジスタを形成することを特徴とす
る半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記下地膜の凸部間の幅Ｗｓが、０．０１μｍ以上２μｍ以下であることを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１または請求項２において、
　前記下地膜の凸部間の幅Ｗｓが、０．１μｍ以上１μｍ以下であることを特徴とする半
導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１または請求項２において、
　前記下地膜の凸部の高さＷｈが、０．０１μｍ以上３μｍ以下であることを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１または請求項２において、
　前記下地膜の凸部の高さＷｈが、０．１μｍ以上２μｍ以下であることを特徴とする半
導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項２において、
　前記直線と前記レーザー光を走査させる方向との間に形成される鋭角が１０°以上８０
°以下であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項２において、
　前記直線と前記レーザー光を走査させる方向との間に形成される鋭角が４５°であるこ
とを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項２において、
　前記直線と前記レーザー光を走査させる方向は垂直であることを特徴とする半導体装置
の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか１項において、
　前記レーザー光の照射が減圧雰囲気下または不活性ガス雰囲気下において行われること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか１項において、
　前記レーザー発振装置は、ＹＡＧレーザー、ＹＶＯ４レーザー、ＹＬＦレーザー、ＹＡ
ｌＯ３レーザー、ガラスレーザー、ルビーレーザー、アレキサンドライドレーザー、Ｔｉ
：サファイアレーザーまたはＹ２Ｏ３レーザーから選ばれた一種または複数種を用いてい
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ることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１のいずれか１項において、
　前記レーザー光は連続発振であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１３】
　請求項１１又は請求項１２において、
　前記レーザー光は第２高調波のレーザー光であることを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項１４】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか１項において、
　前記レーザー光は２以上８以下で重ね合わせることを特徴とする半導体装置の作製方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体膜をレーザー光を用いて結晶化又はイオン注入後の活性化をする半導体
装置の作製方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、基板上にＴＦＴを形成する技術が大幅に進歩し、アクティブマトリクス型の半導体
表示装置への応用開発が進められている。特に、多結晶半導体膜を用いたＴＦＴは、従来
の非晶質半導体膜を用いたＴＦＴよりも電界効果移動度（モビリティともいう）が高いの
で、高速動作が可能である。そのため、従来基板の外に設けられた駆動回路で行っていた
画素の制御を、画素と同一の基板上に形成した駆動回路で行うことが可能である。
【０００３】
ところで半導体装置に用いる基板は、単結晶シリコン基板よりもガラス基板が、コストの
面から有望視されている。一般的にガラス基板は耐熱性に劣り、熱変形しやすいため、ガ
ラス基板上にポリシリコンＴＦＴを形成する場合には、ガラス基板の熱変形を避けるため
に、半導体膜の結晶化にレーザーアニールが用いられる。
【０００４】
レーザーアニールの特徴は、輻射加熱或いは伝導加熱を利用するアニール法と比較して処
理時間を大幅に短縮できることや、半導体又は半導体膜を選択的、局所的に加熱するため
、基板に熱的ダメージを与えにくいことなどが挙げられる。
【０００５】
なお、ここでいうレーザーアニール法とは、半導体基板又は半導体膜に形成された損傷層
やアモルファス層を再結晶化する技術や、基板上に形成された非晶質半導体膜を結晶化さ
せる技術を指している。また、半導体基板又は半導体膜の平坦化や表面改質に適用される
技術も含んでいる。適用されるレーザー発振装置は、エキシマレーザーに代表される気体
レーザー発振装置、ＹＡＧレーザーに代表される固体レーザー発振装置であり、レーザー
光の照射によって半導体の表面層を数十ナノ～数十マイクロ秒程度のごく短時間加熱して
結晶化させるものとして知られている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
レーザーはその発振方法により、パルス発振と連続発振の２種類に大別される。パルス発
振のレーザーは出力エネルギーが比較的高いため、レーザー光（被処理物の表面において
実際にレーザー光が照射される領域）の大きさを数ｃｍ2以上として量産性を上げること
ができる。特に、レーザー光の照射領域の形状を光学系を用いて加工し、長さ１０ｃｍ以
上の線状にすると、基板へのレーザー光の照射を効率的に行うことができ、量産性をさら
に高めることができる。そのため、半導体膜の結晶化には、パルス発振のレーザーを用い
るのが主流となりつつあった。
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【０００７】
ところが近年、半導体膜の結晶化においてパルス発振のレーザーよりも連続発振のレーザ
ーを用いる方が、半導体膜内に形成される結晶の粒径が大きくなることが見出された。半
導体膜内の結晶粒径が大きくなると、該半導体膜を用いて形成されるＴＦＴの移動度が高
くなり、結晶粒の界面（粒界）によるＴＦＴの特性のばらつきが比較的抑えられる。その
ため、連続発振のレーザーはにわかに脚光を浴び始めている。
【０００８】
なお粒界とは、結晶粒界とも呼ばれる、面欠陥に分類される格子欠陥の１つである。面欠
陥には粒界の他に、双晶面や積層欠陥などが含まれるが、本明細書ではダングリングボン
ドを有する電気的に活性な面欠陥、つまり粒界と積層欠陥をまとめて粒界と総称する。
【０００９】
しかし、一般的に連続発振のレーザーは、パルス発振のレーザーに比べてその最大出力エ
ネルギーが小さい。レーザー光のサイズを１０-3ｍｍ2程度と小さくすれば、半導体膜の
結晶化に必要な所望のパワーが得られる。しかし、レーザー光の照射面積が小さい分、１
枚の基板あたりのレーザー光の走査時間が長くなり、基板処理の効率が悪い。
【００１０】
逆に、基板の処理効率を高めるためにレーザー光の照射面積を大きくすると、当然ながら
エネルギー密度は低くなる。そして、結晶化に必要なトータルの熱量を半導体膜に与える
ためには、照射時間を長くする必要が生じ、基板における面積あたりのレーザー光の照射
時間が長くなる。すると、レーザー光の吸収によって基板が加熱され、基板自体が熱変形
したり、ガラス基板から半導体膜への不純物の拡散によりＴＦＴの特性を劣化させやすく
なる。また基板が加熱されると、基板に溜まった熱により半導体膜の結晶性が均一になり
ずらく、ＴＦＴの特性にばらつきが生じやすくなる。
【００１１】
本発明は上述した問題に鑑み、従来に比べて基板処理の効率を高めることができ、また基
板への熱的ダメージを抑えることができるレーザー結晶化法を用いた半導体装置の作製方
法の提供を第１の課題とする。
【００１２】
また、レーザーアニール法を用いて作製される結晶質半導体膜は、一般的に複数の結晶粒
が集合して形成される。その結晶粒の位置と大きさは、パルス発振と連続発振とで違いが
見られるものの、おおよそランダムなものであり、結晶粒の位置や大きさを指定して結晶
質半導体膜を形成する事は難しい。そのため前記結晶質半導体膜を島状にパターニングす
ることで形成された活性層中には、粒界が存在することがある。
【００１３】
結晶粒内と異なり、粒界には非晶質構造や結晶欠陥などに起因する再結合中心や捕獲中心
が無数に存在している。この捕獲中心にキャリアがトラップされると、粒界のポテンシャ
ルが上昇し、キャリアに対して障壁となるため、キャリアの電流輸送特性が低下すること
が知られている。よって、ＴＦＴの活性層、特にチャネル形成領域中に粒界が存在すると
、ＴＦＴの移動度が著しく低下したり、オン電流が低減したり、また粒界において電流が
流れるためにオフ電流が増加したりと、ＴＦＴの特性に重大な影響を及ぼす。また同じ特
性が得られることを前提に作製された複数のＴＦＴにおいて、活性層中の粒界の有無によ
って特性がばらついたりする。
【００１４】
半導体膜にレーザー光を照射したときに、得られる結晶粒の位置と大きさがランダムにな
るのは、以下の理由による。レーザー光の照射によって完全溶融した液体半導体膜中に固
相核生成が発生するまでには、ある程度の時間が掛かる。そして時間の経過と共に、完全
溶融領域において無数の結晶核が発生し、該結晶核からそれぞれ結晶が成長する。この結
晶核の発生する位置は無作為であるため、不均一に結晶核が分布する。そして、互いの結
晶粒がぶつかり合ったところで結晶成長が終了するため、結晶粒の位置と大きさはランダ
ムなものとなる。
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【００１５】
よって、ＴＦＴの特性に重大な影響を及ぼすチャネル形成領域を、粒界の影響を排除して
単一の結晶粒で形成することが理想的であるが、粒界の存在しない非晶質珪素膜をレーザ
ーアニール法で形成するのは殆ど不可能であった。そのためレーザーアニール法を用いて
結晶化された結晶質珪素膜を活性層とするＴＦＴで、単結晶シリコン基板に作製されるＭ
ＯＳトランジスタの特性と同等なものは、今日まで得られていない。
【００１６】
本発明は上述した問題に鑑み、ＴＦＴのチャネル形成領域に粒界が形成されるのを防ぎ、
粒界によってＴＦＴの移動度が著しく低下したり、オン電流が低減したり、オフ電流が増
加したりするのを防ぐことができるレーザー結晶化法を用いた、半導体装置の作製方法の
提供を課題とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
本発明のレーザー照射装置は、レーザー光を発振する複数の第１の手段（レーザー発振装
置）と、前記複数のレーザー発振装置から発振されたレーザー光を集光し、なおかつ被処
理物におけるレーザー光を互いに一部重ね合わせて合成する第２の手段（光学系）と、前
記合成されたレーザー光の一部を遮蔽することができるスリットと、前記スリットを介し
て照射された、被処理物におけるレーザー光の照射位置を制御する第３の手段と、を有し
ている。さらに本発明は、前記複数の各第１の手段の発振を制御し、なおかつ前記スリッ
トにより形状が制御されたレーザー光の被処理物における位置を、前記複数のレーザー発
振装置と前記第３の手段を同期させることで制御する第４の手段を有していても良い。
【００１８】
複数のレーザー発振装置から発振されたレーザー光を合成することで、各レーザー光のエ
ネルギー密度の弱い部分を補い合うことができる。よって、複数の各レーザー発振装置か
ら発せられるレーザー光を合成せずにそれぞれ単独で用いるよりも、レーザー光のうち、
結晶化に必要な程度のエネルギー密度を有する領域が広がり、基板の処理効率を高めるこ
とができる。
【００１９】
さらに本発明では、合成されたレーザー光のうち、走査方向においてエネルギー密度が所
定の高さに満たない領域を、スリットを用いてカットする。上記構成により、走査方向に
おけるレーザー光のエネルギー密度の平均値を高めることができ、面積あたりのレーザー
光の照射時間を抑え、なおかつ被処理物に与えるトータルの熱量を高めることができる。
よって、基板が加熱されるのを抑えつつ、半導体膜の結晶性を高めることができる。
【００２０】
また本出願人によって、凹凸を有する絶縁膜上に半導体膜を形成し、該半導体膜にレーザ
ー光を照射すると、結晶化された半導体膜の、絶縁膜の凸部上に位置する部分において選
択的に粒界が形成されることが見出されている。
【００２１】
図１９に、凹凸を有する絶縁膜上に形成された２００ｎｍの非晶質半導体膜に、連続発振
のレーザー光を走査速度が５ｃｍ／ｓｅｃとなるように照射したときの、レーザー光の走
査方向と垂直な方向におけるＴＥＭの断面像を示す。凸部８００１の幅は０．７５μm、
凹部の幅は０．４μｍ、凸部の厚さは２５０ｎｍである。図１９（Ａ）において、８００
１及び８００２は絶縁膜で形成された凸部である。そして結晶化された半導体膜８００４
は、凸部８００１、８００２の上部において粒界８００３を有している。
【００２２】
図１９（Ｂ）に、図１９（Ａ）に示したＴＥＭの断面像を模式的に図示する。図１９（Ｂ
）に示すとおり、凸部８００１、８００２の上部において粒界８００３が形成されている
。本発明者らは、これはレーザー光の照射により一時的に半導体膜が溶融することで、絶
縁膜の上部に位置していた半導体膜が凹部に向かって体積移動し、そのため凸部上に位置
する半導体膜が薄くなり、応力に耐えられなくなったことが、凸部上に粒界が生じた要因
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の１つではないかと考えた。そして、このように結晶化された半導体膜は、凸部８００１
、８００２上において粒界が選択的に形成される一方、凹部に位置する部分には粒界が形
成されにくい。なお凹部は、凸部が形成されていない窪んだ領域を指す。
【００２３】
また図２０（Ａ）～（Ｆ）に、凹凸を有する絶縁膜上に形成された半導体膜にレーザー光
を照射した際の、半導体膜における温度分布の経時変化のシミュレーション結果を示す。
グラフで下側の凹凸が酸化膜で形成した下地膜８００８を表している。また、上側のライ
ン８００９がシリコンと空気層の境界であり、レーザー光が照射されている部分を示して
いる。酸化膜厚、シリコン膜厚ともに２００ｎｍで凹凸間隔は１μｍとなっている。レー
ザー光照射の条件は、ガウシアンのピークエネルギー密度を４５０００Ｗ／ｃｍ2とし、
ピークエネルギー密度に対してエネルギー密度が１／ｅ2以上のレーザー光の、基板上の
任意の一点において照射時間σを７×１０-5ｓｅｃで設定した。
【００２４】
図２０（Ａ）がレーザー光の照射直後の温度分布を示しており、以下図２０（Ｂ）～図２
０（Ｆ）は、それぞれ2.5μsec後毎の温度分布を示している。
【００２５】
色が濃く示されている領域が、最も温度が高いと考えられる部分であり、図２０（Ａ）か
ら図２０（Ｆ）へ状態が移行するにつれて、色の濃い部分が少なくなっているのがわかる
。特に、シリコン８００９の温度は、時間の経過と共に、下地膜８００８の凹部上の部分
が、凸部上の部分よりも先に温度が低下しているのがわかる。
【００２６】
図２１に、凹凸を有する絶縁膜上に形成された半導体膜にレーザー光を照射した際の、半
導体膜の位置による温度の経時変化のシミュレーション結果を示す。
【００２７】
図２１に示すグラフは、縦軸が半導体膜の温度（Ｋ）を示しており、横軸が時間（秒）を
示している。実線は凸部上に位置する半導体膜の温度を示しており、破線が凹部上に位置
する半導体膜の温度を示している。図２１のシミュレーションでは、１６００Ｋにおいて
相転移にともない温度降下が一次停止しているが、相転移の後、破線で示した凹部上の半
導体膜が、凸部上の半導体膜に比べて先に温度降下が開始されており、早く相転移してい
るのがわかる。
【００２８】
これは、凹部の方が凸部よりも効率的に放熱が行われるためだと考えられる。よって、レ
ーザー光の照射により半導体膜が溶融した後、該半導体膜内の熱が絶縁膜に放熱されて固
化する過程において、凹部近傍の方が凸部近傍よりも早く結晶核が出来やすい。
【００２９】
そして時間の経過と共に、凹部近傍において生成された結晶核から、凸部上に向かって結
晶成長が進む。そして隣り合う凹部近傍から進んだ結晶成長が、互いにその中間付近であ
る凸部上においてぶつかり合うことが、凸部上に粒界が生じた要因の１つではないかと考
えた。
【００３０】
いずれにしろ、このように結晶化された半導体膜は、凸部上において粒界が選択的に形成
される一方、凹部上に位置する部分には粒界が形成されにくい。そして本発明では、レー
ザー光で結晶化された半導体膜のうち、凹部上に設けられた粒界の比較的少ない部分をＴ
ＦＴの活性層に用いる。
【００３１】
レーザー光は、連続発振であることが最も好ましいが、パルス発振のレーザー光を用いて
も良い。なおレーザー光の走査方向に対して垂直な方向における凸部の断面は、矩形を含
む四角形が好ましく、または三角形であっても良い。
【００３２】
上記構成により、レーザー光の照射による結晶化の際、半導体膜の凸部上において粒界が
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選択的に形成される。そして絶縁膜の凹部上に位置する半導体膜は比較的粒界が形成され
にくい、絶縁膜の凹部上に位置する半導体膜は結晶性が優れているが、必ずしも粒界を含
まないわけではない。しかし、たとえ粒界が存在したとしても絶縁膜の凸部上に位置する
半導体膜に比較すると、その結晶粒は大きく、結晶性が比較的優れたものであると言える
。よって、絶縁膜の形状を設計した段階で、半導体膜の粒界の形成される位置をある程度
予測することができる。つまり本発明では粒界が形成される位置を選択的に定めることが
できるので、活性層、より望ましくはチャネル形成領域に粒界がなるべく含まれないよう
に、活性層をレイアウトすることが可能になる。
【００３３】
本発明では、絶縁膜の凹部上に位置する半導体膜を、ＴＦＴの活性層として積極的に用い
ることで、ＴＦＴのチャネル形成領域に粒界が形成されるのを防ぐことができ、粒界によ
ってＴＦＴの移動度が著しく低下したり、オン電流が低減したり、オフ電流が増加したり
するのを防ぐことができる。
【００３４】
なお、レーザー光のレーザービームのエッジの近傍は、中央付近に比べて一般的にエネル
ギー密度が低く、半導体膜の結晶性も劣る場合が多い。そのためレーザー光を走査する際
に、後にＴＦＴのチャネル形成領域となる部分と、その軌跡のエッジとが重ならないよう
にするのが望ましい。
【００３５】
また、凹部近傍の結晶性をより高めるように、凹凸を有する絶縁膜上の半導体膜を結晶化
するには、レーザー光の照射により膜厚方向において完全に半導体膜を溶融させるのが望
ましい。これは、凹部近傍においてレーザー光により溶融されきれなかった固相の領域が
存在すると、該領域を核として成長した結晶どうしがぶつかって結晶粒が形成されてしま
うためである。本発明では、走査方向においてレーザー光のエネルギー密度の低い部分を
スリットで遮蔽し、照射領域内のエネルギー密度の平均値を高めることができるので、面
積あたりの照射時間が同じでも、半導体膜に与えるトータルの熱量を高めることができる
。よって、基板が加熱されるのを抑えつつ、半導体膜を膜厚方向において完全に溶融する
ことができ、凹部の結晶性を高めることができる。
【００３６】
なお、半導体膜を成膜した後、大気に曝さないように（例えば希ガス、窒素、酸素等の特
定されたガス雰囲気または減圧雰囲気にする）レーザー光の照射を行い、半導体膜を結晶
化させても良い。上記構成により、クリーンルーム内における分子レベルでの汚染物質、
例えば空気の清浄度を高めるためのフィルター内に含まれるボロン等が、レーザー光によ
る結晶化の際に半導体膜に混入するのを防ぐことができる。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のレーザー照射装置の構成について図１を用いて説明する。１０１はレーザ
ー発振装置である。図１では４つのレーザー発振装置を用いているが、本発明のレーザー
照射装置が有するレーザー発振装置は複数であれば良く、この数に限定されない。
【００３８】
レーザーは、処理の目的によって適宜変えることが可能である。本発明では、公知のレー
ザーを用いることができる。また、連続発振に限定されずパルス発振でも用いることがで
き、気体レーザーでも固体レーザーであっても良い。気体レーザーとして、エキシマレー
ザー、Ａｒレーザー、Ｋｒレーザーなどがあり、固体レーザーとして、ＹＡＧレーザー、
ＹＶＯ4レーザー、ＹＬＦレーザー、ＹＡｌＯ3レーザー、ガラスレーザー、ルビーレーザ
ー、アレキサンドライドレーザー、Ｔｉ：サファイアレーザー、Ｙ2Ｏ3レーザーなどが挙
げられる。固体レーザーとしては、Ｃｒ、Ｎｄ、Ｅｒ、Ｈｏ、Ｃｅ、Ｃｏ、Ｔｉ、Ｙｂ又
はＴｍがドーピングされたＹＡＧ、ＹＶＯ4、ＹＬＦ、ＹＡｌＯ3などの結晶を使ったレー
ザーが適用される。当該レーザーの基本波はドーピングする材料によって異なり、１μｍ
前後の基本波を有するレーザー光が得られる。基本波に対する高調波は、非線形光学素子
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を用いることで得ることができる。
【００３９】
またさらに、固体レーザーから発せられらた赤外レーザー光を非線形光学素子でグリーン
レーザー光に変換後、さらに別の非線形光学素子によって得られる紫外レーザー光を用い
ることもできる。
【００４０】
なお、レーザー発振装置１０１は、チラー１０２を用いてその温度を一定に保つようにし
ても良い。チラー１０２は必ずしも設ける必要はないが、レーザー発振装置１０１の温度
を一定に保つことで、出力されるレーザー光のエネルギーが温度によってばらつくのを抑
えることができる。
【００４１】
また１０４は光学系であり、レーザー発振装置１０１から出力された光路を変更したり、
そのレーザー光の照射領域の形状を加工したりして、レーザー光を集光することができる
。さらに、本発明の光学系１０４で重要なのは、複数のレーザー発振装置１０１から出力
されたレーザー光を互いに一部を重ね合わせて合成することができることである。レーザ
ー光を重ね合わせるとは、レーザー光の照射領域を重ね合わせることを意味する。
【００４２】
なお、レーザー光の進行方向を高速で変えることができるＡＯ変調器１０３を、被処理物
である基板１０６とレーザー発振装置１０１との間の光路に設けて、シャッターとして使
用しても良い。
【００４３】
合成されたレーザー光は、スリット１０５を介して被処理物である基板１０６に照射され
る。スリット１０５は、レーザー光を部分的に遮ることが可能であり、なおかつレーザー
光によって変形または損傷しないような材質で形成するのが望ましい。スリット１０５は
レーザー光を通す開口部の幅（以下、スリットの幅と呼ぶ）が可変であっても良く、該ス
リットの幅によってレーザー光の走査方向の幅を制御することができる。
【００４４】
なお、スリット１０５を介さない場合の、レーザー発振装置１０１から発振されるレーザ
ー光の基板１０６におけるレーザー光の照射領域の形状は、レーザーの種類によって異な
り、また光学系により成形することもできる。
【００４５】
基板１０６はステージ１０７上に載置されている。図１では、位置制御手段１０８、１０
９が、被処理物におけるレーザー光の照射位置を制御する手段に相当し、ステージ１０７
の位置が、位置制御手段１０８、１０９によって制御されている。図１では位置制御手段
１０８、１０９を用いて基板の位置を変えることで、レーザー光を基板上において相対的
に移動（走査）させたり、レーザー光の走査方向を変えたりすることができる。位置制御
手段１０８がＸ方向におけるステージ１０７の位置の制御を行っており、位置制御手段１
０９はＹ方向におけるステージ１０７の位置制御を行う。
【００４６】
また本発明のレーザー照射装置は、中央演算処理装置及びメモリ等の記憶手段を兼ね備え
たコンピューター１１０を有していても良い。コンピューター１１０は、レーザー発振装
置１０１の発振を制御し、なおかつ位置制御手段１０８、１０９を制御し、基板を所定の
位置に定めることができる。コンピューター１１０によって、該スリット１０５の幅を制
御するようにしても良い。
【００４７】
さらに本発明のレーザー照射装置は、被処理物の温度を調節する手段を備えていても良い
。また、レーザー光は指向性およびエネルギー密度の高い光であるため、ダンパーを設け
て、反射光が不適切な箇所に照射されるのを防ぐようにしても良い。ダンパーは、反射光
を吸収させる性質を有していることが望ましく、ダンパー内に冷却水を循環させておき、
反射光の吸収により隔壁の温度が上昇するのを防ぐようにしても良い。また、ステージ１
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０７に基板を加熱するための手段（基板加熱手段）を設けるようにしても良い。
【００４８】
また基板１０６の位置合わせのために、ＣＣＤカメラ１１３を１台、場合によっては数台
設けるようにしても良い。
【００４９】
次に、複数のレーザー光を重ね合わせることで合成される、レーザー光の照射領域の形状
について説明する。
【００５０】
図２（Ａ）に、合成前のレーザー光の照射領域の形状の一例を示す。図２（Ａ）に示した
レーザー光は楕円形状を有している。なお本発明のレーザー照射装置において、レーザー
光の照射領域の形状は、楕円に限定されない。レーザー光の照射領域の形状はレーザーの
種類によって異なり、また光学系により成形することもできる。例えば、ラムダ社製のＸ
ｅＣｌエキシマレーザー（波長３０８ｎｍ、パルス幅３０ｎｓ）Ｌ３３０８から射出され
たレーザー光の照射領域の形状は、１０ｍｍ×３０ｍｍ（共にビームプロファイルにおけ
る半値幅）の矩形状である。また、ＹＡＧレーザーから射出されたレーザー光の照射領域
の形状は、ロッド形状が円筒形であれば円状となり、スラブ型であれば矩形状となる。こ
のようなレーザー光を光学系により、さらに成形することにより、所望の大きさのレーザ
ー光をつくることもできる。
【００５１】
図２（Ｂ）に図２（Ａ）に示したレーザー光の長軸Ｌ方向におけるレーザー光のエネルギ
ー密度の分布を示す。レーザー光が楕円形状であるレーザー光のエネルギー密度の分布は
、楕円の中心Ｏに向かうほど高くなっている。
【００５２】
次に、レーザー光を合成したときの、レーザー光の照射領域の形状を、図２（Ｃ）に示す
。なお図３（Ａ）では４つのレーザー光の照射領域を重ね合わせることで１つのレーザー
光を形成した場合について示しているが、重ね合わせるレーザー光の数はこれに限定され
ない。
【００５３】
図２（Ｃ）に示すように、各レーザー光の照射領域は、各楕円の長軸が一致し、なおかつ
互いにレーザー光の一部が重なることで合成され、１つのレーザー光を形成している。な
お以下、各楕円の中心Ｏを結ぶことで得られる直線を中心軸と呼ぶ。
【００５４】
図２（Ｄ）に、図２（Ｃ）に示した合成後のレーザー光の、中心軸方向におけるレーザー
光のエネルギー密度の分布を示す。合成前の各レーザー光が重なり合っている部分におい
て、エネルギー密度が加算される。例えば図示したように重なり合ったビームのエネルギ
ー密度ＡとＢを加算すると、ビームのエネルギー密度のピーク値Ｃとほぼ等しくなり、各
楕円の中心Ｏの間においてエネルギー密度が平坦化される。
【００５５】
なお、ＡとＢを加算するとＣと等しくなるのが理想的だが、現実的には必ずしも等しい値
にはならない。ＡとＢを加算した値とＣとの値のずれは、Ｃの値の±１０％、より望まし
くは±５％以内であると良いが、許容範囲は設計者が適宜設定することが可能である。
【００５６】
図２（Ｄ）からわかるように、複数のレーザー光を重ね合わせてエネルギー密度の低い部
分を互いに補い合うようにすることで、複数のレーザー光を重ね合わせないで単独で用い
るよりも、半導体膜の結晶性を効率良く高めることができる。例えば図２（Ａ）の斜線で
示した領域においてのみ、所望の結晶を得るために必要なエネルギー密度を満たしており
、その他の領域ではエネルギー密度が所望の値まで満たされていなかったと仮定する。こ
の場合、各レーザー光は、中心軸方向の幅がαで示される斜線の領域でしか、所望の結晶
を得ることができない。しかし、レーザー光を図２（Ｄ）で示したように重ね合わせるこ
とで、中心軸方向の幅がβ（β＞４α）で示される領域において所望の結晶を得ることが
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でき、より効率良く半導体膜を結晶化させることができる。
【００５７】
さらに本発明では、レーザー光の中心軸に対し垂直な方向において、エネルギー密度が所
望の値まで達していない領域を、スリット１０５によって遮蔽する。図３を用いて、合成
されたレーザー光とスリットとの位置関係について説明する。
【００５８】
本発明で用いられるスリット１０５は、スリットの幅を可変とし、さらにその幅をコンピ
ューター１１０によって制御するようにしても良い。図３（Ａ）において、１２０は図２
（Ｃ）に示した合成により得られるレーザー光の照射領域の形状を示している。またレー
ザー光１２０のうち、エネルギー密度が所定の値を超えている領域を１２０ａで示し、所
定の値以下の領域を１２０ｂで示した。１０５はスリットを示しており、図３（Ａ）では
、レーザー光１２０がスリットによって遮蔽されていない様子を示している。
【００５９】
図３（Ｂ）に、スリット１０５によって一部が遮蔽されたレーザー光の様子を示す。図３
（Ｂ）に示すように本発明では、レーザー光１２０の中心軸の垂直方向において、領域１
２０ａを挟んで存在する領域１２０ｂを、スリット１０５によって遮蔽する。そして図３
（Ｃ）は図３（Ｂ）に示したレーザー光の中心軸に垂直なＡ－Ａ’におけるエネルギー密
度の分布を示しており、少なくともエネルギー密度が所定の値（例えばＴ）以下の領域が
、スリット１０５によって遮蔽されているのがわかる。
【００６０】
上記構成により、中心軸の垂直方向におけるレーザー光のエネルギー密度の平均値を高め
ることができ、面積あたりのレーザー光の照射時間を抑え、なおかつ被処理物に与えるト
ータルの熱量を高めることができる。よって、基板が加熱されるのを抑えつつ、半導体膜
の結晶性を高めることができる。
【００６１】
なお、本発明ではさらに、レーザー光の中心軸方向において、領域１２０ａを挟んで存在
する領域１２０ｂを、スリット１０５によって遮蔽するようにしても良い。図４（Ａ）に
、スリット１０５によってレーザー光の中心軸方向において、領域１２０ａを挟んで存在
する領域１２０ｂを遮蔽した様子を示す。さらに、図４（Ｂ）に、図４（Ａ）に示したレ
ーザー光の、中心軸方向におけるエネルギー密度の分布を示す。図４（Ｂ）に示すように
、少なくともエネルギー密度が所定の値（例えばＴ）以下の領域が、スリット１０５によ
って遮蔽されているのがわかる。
【００６２】
エネルギー密度の低い領域により結晶化された半導体膜は、結晶性が芳しくない。具体的
には、所定のエネルギー密度が得られている領域と比べて、結晶粒が小さかったり、結晶
粒の成長する方向が異なっていたりする。よってエネルギー密度の低い領域が、後に形成
される活性層と重ならないように、レーザー光の走査経路及び活性層のレイアウトを決め
る必要がある。図４（Ｂ）に示したエネルギー密度の分布を有するレーザー光を用いるこ
とで、エネルギー密度の低い領域が存在しなくなる、または狭くなるので、レーザー光の
走査経路及び活性層のレイアウトにおける制約を小さくすることができる。
【００６３】
さらに本発明では、図１のコンピューター１１０において、マスクのパターン情報に従い
、レーザー光を走査する部分を定めるようにしても良い。この場合、コンピューター１１
０では、定められた走査する部分にレーザー光があたるように、位置制御手段１０８、１
０９を制御して、半導体膜を部分的に結晶化する。これにより必要不可欠な部分を最低限
結晶化できるようにレーザー光を走査することができるので、基板全面にレーザー光を照
射する必要がなくなり、基板の処理効率を高めることができる。
【００６４】
次に、図３（Ｂ）に示した形状の照射領域を有するレーザー光を用いた、半導体装置の作
製方法について説明する。
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【００６５】
まず、図５（Ａ）に示すように、矩形またはストライプ形状の凸部２０１ａを有する下地
膜２０１を基板上に形成する。図５（Ａ）のＡ－Ａ’における断面図が図５（Ｂ）に相当
する。
【００６６】
基板（図示せず）は、後の工程の処理温度に耐えうる材質であれば良く、例えば石英基板
、シリコン基板、バリウムホウケイ酸ガラスまたはアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラ
ス基板、金属基板またはステンレス基板の表面に絶縁膜を形成した基板を用いることがで
きる。また、処理温度に耐えうる程度に耐熱性を有するプラスチック基板を用いてもよい
。
【００６７】
また本実施の形態では、下地膜２０１として酸化珪素膜を用いた。なお、下地膜２０１の
材料はこれに限定されず、後の工程における熱処理に耐え得る材料で、なおかつＴＦＴの
特性に悪影響を与えうるアルカリ金属が、後に形成される半導体膜に混入するのを防ぐこ
とができ、凹凸を形成することができる絶縁膜であれば良い。なおこの凹凸の形成の仕方
については、後段において詳しく説明する。また、これらの他の絶縁膜を用いても良いし
、単一の層からなる絶縁膜ではなく２層以上の絶縁膜の積層構造であってもよい。
【００６８】
次に、下地膜２０１を覆うように半導体膜２０２を形成する。半導体膜２０２は、公知の
手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法等）により成膜することができる。
なお、半導体膜は非晶質半導体膜であっても良いし、微結晶半導体膜、結晶質半導体膜で
あっても良い。また珪素だけではなくシリコンゲルマニウムを用いるようにしても良い。
シリコンゲルマニウムを用いる場合、ゲルマニウムの濃度は０．０１～４．５atomic％程
度であることが好ましい。また、下地膜２０１を成膜した後、大気開放せずに連続的に成
膜することで、半導体膜と下地膜との間に不純物が混入するのを防ぐことができる。
【００６９】
なお、凸部間の幅が広すぎたり狭すぎたりすると、凹部近傍において凸部上よりも半導体
膜の結晶性が優れているという本発明の効果が著しく小さくなる。また凸部の高さが高す
ぎると、後に形成される配線が凸部のエッジ近傍において段切れを起こす可能性が高くな
る。また、低すぎると、凹部近傍において凸部上よりも半導体膜の結晶性が優れていると
いう本発明の効果が著しく小さくなる。
【００７０】
凸部２０１ａの断面形状及びそのサイズついては、半導体膜の厚さとの兼ね合いを考慮し
、設計者が適宜設定することができる。凸部間の幅Ｗｓは０．０１μｍ～２μｍ、より望
ましくは０．１μｍ～１μｍ程度にするのが好ましい。また、凸部の高さＷｈは０．０１
μｍ～３μｍ、より望ましくは０．１μｍ～２μｍ程度にするのが好ましい。または凸部
の高さを小さくし、Ｗｈを０．０１μｍ～１μｍ、より望ましくは０．０５μｍ～０．２
μｍ程度にしても良い。
【００７１】
次に、図５（Ｃ）に示すように、半導体膜２０２に図３（Ｂ）に示したレーザー光を照射
する。なお、図５（Ｄ）は、図５（Ｃ）の破線Ａ－Ａ’における断面図に相当する。
【００７２】
本実施の形態では、図５（Ｃ）において矢印で示したように、走査方向を矩形の凸部２０
１ａの長手方向に揃えてレーザー光を照射したが、本発明はこの構成に限定されない。レ
ーザー光の走査方向は設計者が適宜設定することが可能である。レーザー光の照射により
、半導体膜２０２は一次的に溶融し、図５（Ｄ）において白抜きの矢印で示したように、
凸部の上部から凹部に向かってその体積が移動する。そして表面が平坦化され、なおかつ
結晶性が高められた半導体膜２０３が形成される。レーザー光のエネルギー密度は、レー
ザービームのエッジの近傍において低くなっており、そのためエッジの近傍は結晶粒が小
さく、結晶の粒界に沿って突起した部分（リッジ）が出現する。そのため、レーザー光の
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レーザービームの軌跡のエッジと、チャネル形成領域となる部分または半導体膜２０２の
凹部上に位置する部分とが重ならないように照射する。
【００７３】
半導体膜２０３は、レーザー光の照射による体積移動により、下地膜２０１の凹部上にお
いて膜厚が厚くなり、逆に凸部２０１ａ上において膜厚が薄くなる。そのため応力によっ
て凸部上に粒界２０４が発生しやすく、逆に凹部上においては結晶性の良い状態が得られ
る。なお、凹部上において半導体膜２０３が必ずしも粒界を含まないわけではない。しか
し、たとえ粒界が存在したとしても結晶粒が大きいので、結晶性は比較的優れたものとな
っている。
【００７４】
なお、半導体膜の結晶化に際し、レーザー光の照射の工程と、触媒を用いて半導体膜を結
晶化させる工程とを組み合わせていても良い。触媒元素を用いる場合、特開平７－１３０
６５２号公報、特開平８－７８３２９号公報で開示された技術を用いることができる。
【００７５】
次に、図６（Ａ）に示すように、半導体膜２０３の表面をエッチングしていき、下地膜２
０１の凸部２０１ａの上面を露出させる。なお、図６（Ｂ）は、図６（Ａ）の破線Ａ－Ａ
’における断面図に相当する。上記工程により、下地膜２０１の凹部に存在する半導体膜
２０５が形成される。半導体膜２０３の上面からの除去は、どのような方法を用いて行っ
ても良く、例えばエッチングにより行っても良いし、ＣＭＰ法により行っても良い。
【００７６】
この上面からの除去により、凸部２０１ａ上の粒界が存在する部分が除去され、凸部２０
１ａ間に相当する凹部の上には、後にチャネル形成領域となる結晶性の良い半導体膜が残
される。
【００７７】
次に、図６（Ｃ）に示すように半導体膜２０５をパターニングすることで、活性層となる
島状の半導体膜２０６を形成する。なお、図６（Ｄ）は、図６（Ｃ）の破線Ａ－Ａ’にお
ける断面図に相当する。島状の半導体膜２０６は、凸部２０１ａ間に形成される凹部上に
その一部が存在する。さらに、半導体膜２０６は、その一部が凸部２０１ａと接している
。ＴＦＴのチャネル形成領域は、半導体膜２０５の凹部上に位置する部分を用いて形成さ
れるように、そのチャネル長、チャネル幅を考慮して、凸部２０１ａのレイアウトを定め
るのが望ましい。なお、ソース領域またはドレイン領域となる部分をも凹部上に存在する
半導体膜で形成することで、ソース領域とドレイン領域の抵抗を下げることができる。
【００７８】
なお、図６では各島状の半導体膜２０６が、凸部２０１ａと重なっていないが、本発明は
この構成に限定されない。島状の半導体膜２０６の一部が凸部２０１ａ上に重なっていて
も良い。さらに、互いに分離した複数のチャネル形成領域と、全ての複数のチャネル形成
領域を間に挟んでいるソース領域及びドレイン領域とを有し、全ての複数のチャネル形成
領域が凸部２０１ａと重なっておらず、ソース領域及びドレイン領域は凸部と一部重なっ
ている、所謂マルチチャネル型のＴＦＴであっても良い。
【００７９】
また、図６では凸部２０１ａが残ったままであるが、島状の半導体膜２０６を形成した後
、凸部２０１ａを除去しても良い。図７（Ａ）に凸部２０１ａを除去した後の島状の半導
体膜２０６の様子を示す。また図７（Ａ）のＡ－Ａ’における断面図を図７（Ｂ）に示す
。
【００８０】
上述した図６までの、一連の工程によって得られた島状の半導体膜を、活性層として用い
、ＴＦＴを作製する。互いに分離した複数のチャネル形成領域を有するＴＦＴの作製工程
及びその具体的な構造は様々である。代表的には、島状の半導体膜に不純物を添加し、ソ
ース領域とドレイン領域を形成する工程と、ゲート絶縁膜を形成する工程と、ゲート電極
を形成する工程とが行われる。
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【００８１】
なお、本実施の形態ではレーザー光で結晶化した半導体膜の表面を、凸部が露出する程度
に除去する工程の後に、パターニングにより島状の半導体膜を形成する工程を行なってい
るが、本発明はこの構成に限定されない。パターニングにより島状の半導体膜を形成する
工程の後に、凸部が露出する程度に島状の半導体膜の表面を除去する工程を行なっても良
い。また、半導体膜をパターニングしてからレーザーで結晶化するようにしても良い。
【００８２】
本発明では、絶縁膜の凹部上に位置する半導体膜を、ＴＦＴの活性層として積極的に用い
ることで、ＴＦＴのチャネル形成領域に粒界が形成されるのを防ぐことができ、粒界によ
ってＴＦＴの移動度が著しく低下したり、オン電流が低減したり、オフ電流が増加したり
するのを防ぐことができ、ＴＦＴの特性のバラツキを抑えることができる。
【００８３】
そして、ＴＦＴを作製した後、目的とする半導体装置の仕様に合わせて、各ＴＦＴのゲー
ト電極、ソース領域、ドレイン領域を電気的に接続する配線を形成する。結晶化後の半導
体膜をＴＦＴの活性層として用いる場合、レーザー光の走査方向は、チャネル形成領域の
キャリアが移動する方向と平行になるように定めるのが望ましい。図８に、上記ＴＦＴを
用いてインバーターとトランスミッションゲートを作製した例について説明する。
【００８４】
図８（Ａ）に、本発明の作製方法を用いて形成されたインバーターとトランスミッション
ゲートの上面図を、図８（Ｂ）にその回路図を示す。上述した一連の作製方法を用いて形
成された島状の半導体膜を用いて、ｐチャネル型ＴＦＴ２１０、２１１、ｎチャネル型Ｔ
ＦＴ２１２、２１３を形成する。これらのＴＦＴ２１０～２１３は、少なくとも活性層と
、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とをそれぞれ有している。そして各活性層にはチャネル形
成領域と、該チャネル形成領域を挟んでいるソース領域とドレイン領域とが少なくとも設
けられている。
【００８５】
なお、ソース領域またはドレイン領域となる不純物領域と、チャネル形成領域との間にＬ
ＤＤ領域やオフセット領域を有していてもよい。
【００８６】
各ＴＦＴは凹部上に活性層を有しており、各活性層は凸部２０１ａ間に位置し、かつ凸部
２０１ａとは重なっていない。そして、配線２１５～２２０によって、各ＴＦＴのソース
領域、ドレイン領域またはゲート電極が接続されることで、図８（Ｂ）に示した回路図を
有する回路を形成することができる。具体的には、ｐチャネル型ＴＦＴ２１０とｎチャネ
ル型ＴＦＴ２１２とでインバーターを形成されている。また、ｐチャネル型ＴＦＴ２１１
とｎチャネル型ＴＦＴ２１３とでトランスミッションゲートが形成されている。Ａに入力
された信号に同期して、Ｉｎから入力された信号がサンプリングされＯｕｔから出力され
る。
【００８７】
なお、本発明の作製方法を用いて作製される半導体装置は、上記回路に限定されないこと
は言うまでもない。また、図８（Ａ）では、配線２１５～２２０が同じ層に形成されてい
るが、本発明はこれに限定されない。各ＴＦＴを接続する配線は、異なる層に形成されて
いても良い。各配線を異なる層に形成することで、複雑な接続が可能になり、同じ数のＴ
ＦＴから形成することができる回路の種類が豊富になる。なおＴＦＴの接続は、ダマシン
プロセス等によって作製された配線（プラグ）によって行なっても良い。
【００８８】
なお、上記工程において、レーザー光の照射後または結晶化後の半導体膜を下地膜の凸部
が露出する程度にエッチングした後において、５００～６００℃で１分から６０分程度加
熱することで、半導体膜内において生じている応力を緩和することができる。
【００８９】
本発明の作製方法を用いることで、図８（Ａ）に示したインバーターとトランスミッショ
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ンゲートの他に、例えばＬＳＩを用いたＣＰＵ、各種ロジック回路の記憶素子（例えばＳ
ＲＡＭ）、カウンタ回路、分周回路ロジック、半導体表示装置等を形成することができる
。
【００９０】
図９（Ａ）を用いて、アクティブマトリクス型の半導体装置を作製するために成膜された
半導体膜２３０における、レーザー光の走査方向について説明する。図９（Ａ）では、破
線２３１が画素部、破線２３２が信号線駆動回路、破線２３３が走査線駆動回路の形成さ
れる部分に相当する。
【００９１】
図９（Ａ）では、基板が白抜きの矢印の方向に移動しており、実線の矢印はレーザー光の
相対的な走査方向を示している。図９（Ｂ）は、画素部が形成される部分２３１における
レーザー光の照射領域２３４の拡大図である。レーザー光が照射された領域に活性層２３
５が形成される。
【００９２】
なお、図９ではレーザー光の中心軸方向と走査方向とが垂直に保たれている場合について
示したが、レーザー光の中心軸と走査方向とは必ずしも垂直になっていなくとも良い。例
えば、レーザー光の中心軸と、走査方向との間に形成される鋭角θAが４５°±３５°と
なるようにし、より望ましくは４５°となるようにしてもよい。レーザー光の中心軸と、
走査する方向とが垂直の場合、最も基板の処理効率が高まる。一方合成後のレーザー光の
中心軸と、走査する方向とが４５°±３５°となるように、望ましくは４５°により近い
値になるように走査することで、走査する方向とレーザー光の中心軸とが垂直になるよう
に走査した場合に比べて、活性層中に存在する結晶粒の数を意図的に増やすことができ、
結晶の方位や結晶粒に起因する特性のばらつきを低減することができる。
【００９３】
【実施例】
以下、本発明の実施例について説明する。
【００９４】
（実施例１）
本実施例では、絶縁膜の凹凸の長手方向に対して、レーザー光を所定の角度だけ傾けて走
査させた場合について説明する。
【００９５】
レーザー光は、凹凸の長手方向に沿って走査させるよりも、凹凸の長手方向に対して所定
の角度だけ傾けて走査させたほうが、凹部の長手方向に対して垂直な方向における幅（以
下単に、凹部の幅とする）を比較的広くしても、凹部上に粒界がさらに形成されにくくな
る。この所定の角度は、４５度または１３５度に近いことが望ましく、典型的には３０度
～６０度または１２０度～１５０度程度である。
【００９６】
まず、図１０（Ａ）に示すように、矩形またはストライプ形状の凸部３０１ａを有する下
地膜３０１を基板上に形成する。図１０（Ａ）のＡ－Ａ’における断面図が図１０（Ｂ）
に相当する。
【００９７】
本実施の形態では、下地膜３０１として酸化珪素膜を用いたが、下地膜３０１の材料はこ
れに限定されない。
【００９８】
次に、下地膜３０１を覆うように、公知の手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、プラズマＣ
ＶＤ法等）により半導体膜３０２を形成する。半導体膜３０２は非晶質半導体膜であって
も良いし、微結晶半導体膜、結晶質半導体膜であっても良い。また珪素だけではなくシリ
コンゲルマニウムを用いるようにしても良い。シリコンゲルマニウムを用いる場合、ゲル
マニウムの濃度は０．０１～４．５atomic％程度であることが好ましい。また、下地膜３
０１を成膜した後、大気開放せずに連続的に成膜することで、半導体膜と下地膜との間に
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不純物が混入するのを防ぐことができる。
【００９９】
なお、凸部間の幅が大きすぎたり小さすぎたりすると、本発明の効果は得られない。また
、凸部の高さが低すぎても本発明の効果は得られない。そして、凸部の高さが高すぎると
、後に形成される半導体膜が凸部のエッジ近傍において膜切れを起こすので、目的とする
ＴＦＴの構造に合わせて凹凸の形状を変えることが肝要である。凸部３０１ａの断面形状
及びそのサイズついては、半導体膜の厚さとの兼ね合いを考慮し、設計者が適宜設定する
ことができる。
【０１００】
本実施の形態では、凸部間の幅（凹部の幅）Ｗｓは、０．０１μｍ～３μｍ、より望まし
くは０．１μｍ～２μｍ程度と、レーザー光の走査方向と凹凸の長手方向とを揃えた場合
よりも、Ｗｓを比較的広くしても、本発明の効果を得ることができる。また、凸部の高さ
Ｗｈは０．０１μｍ～３μｍ、より望ましくは０．１μｍ～２μｍ程度にするのが好まし
い。または凸部の高さを小さくし、Ｗｈを０．０１μｍ～２μｍ、より望ましくは０．０
５μｍ～１μｍ程度にしても良い。
【０１０１】
次に、図１０（Ｃ）に示すように、半導体膜３０２にレーザー光を照射する。なお、図１
０（Ｄ）は、図１０（Ｃ）の破線Ａ－Ａ’における断面図に相当する。
【０１０２】
本実施の形態では、レーザー光の走査方向は、凹凸の長手方向に対してθ＝４５度の角度
を有している。
【０１０３】
レーザー光の照射により、半導体膜３０２は一次的に溶融し、図１０（Ｄ）において白抜
きの矢印で示したように、凸部の上部から凹部に向かってその体積が移動する。そして表
面が平坦化され、なおかつ結晶性が高められた半導体膜３０３が形成される。レーザー光
のエネルギー密度は、レーザービームのエッジの近傍において低くなっており、そのため
エッジの近傍は結晶粒が小さく、結晶の粒界に沿って突起した部分（リッジ）が出現する
。そのため、レーザー光のレーザービームの軌跡のエッジと、チャネル形成領域となる部
分または半導体膜３０２の凹部上に位置する部分とが重ならないように照射する。
【０１０４】
半導体膜３０３は、レーザー光の照射による体積移動により、下地膜３０１の凹部上にお
いて膜厚が厚くなり、逆に凸部３０１ａ上において膜厚が薄くなっている。そのため応力
によって凸部上に粒界１０４が発生しやすく、逆に凹部上においては結晶性の良い状態が
得られる。なお、凹部上において半導体膜３０３が必ずしも粒界を含まないわけではない
。しかし、たとえ粒界が存在したとしても結晶粒が大きいので、結晶性は比較的優れたも
のとなっている。
【０１０５】
半導体膜３０２の厚さによっては、凸部３０１ａ上の半導体膜が完全に凹部に移動してし
まうことも予想される。この場合においても、凹部上の半導体膜に粒界が形成されにくい
という効果に変わりはない。
【０１０６】
なお、半導体膜の結晶化に際し、レーザー光の照射の工程と、触媒を用いて半導体膜を結
晶化させる工程とを組み合わせていても良い。触媒元素を用いる場合、特開平７－１３０
６５２号公報、特開平８－７８３２９号公報で開示された技術を用いることができる。
【０１０７】
そして、半導体膜３０３の表面をエッチングして下地膜３０１の凸部３０１ａの上面を露
出させ、以下実施の形態に示した場合と同様の工程を行なう。
【０１０８】
本実施の形態で示したように、レーザー光の走査方向を凸部の長手方向に対して所定の角
度傾けると、凹部の幅を比較的広くしても、凹部上に粒界が形成されにくくなる。どこま
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で凹部の幅を広げても、粒界が形成されにくいという効果が得られるのかは、レーザー光
の走査速度、エネルギー密度、半導体膜の厚さ、凹部の厚さ等の諸条件にある程度左右さ
れる。しかし、レーザー光の走査方向を凸部の長手方向に一致させた場合よりも、凹部の
幅の許容範囲は広い。
【０１０９】
そして凹部の幅が１．５μm以上でも本発明の効果を十分得ることができるため、最小加
工寸法が１．５μm以上の露光装置を用いることが可能になる。ステッパと呼ばれる縮小
投影露光装置は解像度が優れており、１μm以下のパターンを転写するのに適しているが
、２２ｍｍ角程度づつステップしながら露光するため、露光時間が比較的長いという欠点
がある。また、ガラス基板表面の数μm程度の凹凸によりパターンがずれてしまいやすい
。一方、等倍投影露光の場合、縮小投影露光に比べて解像度が劣っており、１．５μm以
上のパターンしか対応できない。しかし、ガラス基板表面の数μm程度のうねりではパタ
ーンのずれは起きにくく、また露光面積が５０ｍｍ角～１００ｍｍ角程度と、一般的にス
テッパに比べて広いため、露光時間が短縮できる。本実施の形態では、凹凸を形成するた
めのパターンが、１．５μm以上の最小加工寸法で十分であるので、等倍投影露光法を用
いた露光装置でも十分対応可能である。
【０１１０】
（実施例２）
本実施例では、凹凸を有する下地膜の形成の仕方について説明する。なお本実施例で示す
下地膜はほんの一例であり、本発明で用いられる下地膜は、本実施例で示す構成に限定さ
れない。
【０１１１】
まず、図１１（Ａ）に示すように、基板２５０上に絶縁膜からなる第１の下地膜２５１を
成膜する。第１の下地膜２５１は本実施例では酸化窒化珪素を用いるがこれに限定されず
、第２の下地膜とエッチングにおける選択比が大きい絶縁膜であれば良い。本実施例では
第１の下地膜２５１をＣＶＤ装置でＳｉＨ4とＮ2Ｏを用いて５０～２００nmの厚さになる
ように形成した。なお第１の下地膜は単層であっても、複数の絶縁膜を積層した構造であ
ってもよい。
【０１１２】
次に、図１１（Ｂ）に示すように、第１の下地膜２５１に接するように絶縁膜からなる第
２の下地膜２５２を形成する。第２の下地膜２５２は後の工程においてパターニングし、
凹凸を形成したときに、その後に成膜される半導体膜の表面に凹凸が現れる程度の膜厚に
する必要がある。本実施例では第２の下地膜２５２として、プラズマＣＶＤ法を用いて３
０ｎｍ～３００ｎｍの酸化珪素を形成する。
【０１１３】
次に、図１１（Ｃ）に示すようにマスク２５３を形成し、第２の下地膜２５２をエッチン
グする。なお本実施例では、フッ化水素アンモニウム（ＮＨ4ＨＦ2）を７．１３％とフッ
化アンモニウム（ＮＨ4Ｆ）を１５．４％含む混合溶液（ステラケミファ社製、商品名Ｌ
ＡＬ５００）をエッチャントとし、２０℃においてウエットエッチングを行う。このエッ
チングにより、矩形状の凸部２５４が形成される。本明細書では、第１の下地膜２５１と
凸部２５３とを合わせて１つの下地膜とみなす。
【０１１４】
なお、第１の下地膜２５１として窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウムまたは窒化珪
素を用い、第２の下地膜２５２として酸化珪素膜を用いる場合、ＲＦスパッタ法を用いて
第２の下地膜２５２をパターニングすることが望ましい。第１の下地膜２５１として窒化
アルミニウム、窒化酸化アルミニウムまたは窒化珪素は熱伝導度が高いので、発生した熱
をすばやく拡散することができ、ＴＦＴの劣化を防ぐことができる。
【０１１５】
次に、第１の下地膜２５１と凸部２５３を覆うように半導体膜を形成する。本実施例では
凸部の厚さが３０ｎｍ～３００ｎｍであるので、半導体膜の膜厚を５０～２００ｎｍとす
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るのが望ましく、ここでは６０ｎｍとする。なお、半導体膜と下地膜との間に不純物が混
入すると、半導体膜の結晶性に悪影響を与え、作製するＴＦＴの特性バラツキやしきい値
電圧の変動を増大させる可能性があるため、下地膜と半導体膜とは連続して成膜するのが
望ましい。そこで本実施例では、第１の下地膜２５１と凸部２５３とからなる下地膜を形
成した後は、酸化珪素膜２５５を薄く該下地膜上に成膜し、その後大気にさらさないよう
に連続して半導体膜２５６を成膜する。酸化珪素膜の厚さは設計者が適宜設定することが
できるが、本実施例では５ｎｍ～３０ｎｍ程度とした。
【０１１６】
次に、図１１とは異なる下地膜の形成の仕方について説明する。まず図１２（Ａ）に示す
ように基板２６０上に絶縁膜からなる第１の下地膜を形成する。第１の下地膜は、酸化珪
素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜などで形成する。
【０１１７】
酸化珪素膜を用いる場合には、プラズマＣＶＤ法で、オルトケイ酸テトラエチル（Tetrae
thyl　Orthosilicate：ＴＥＯＳ）とＯ2とを混合し、反応圧力４０Pa、基板温度３００～
４００℃とし、高周波（１３．５６MHz）電力密度０．５～０．８W/cm2で放電させて形成
することができる。酸化窒化珪素膜を用いる場合には、プラズマＣＶＤ法でＳｉＨ4、Ｎ2

Ｏ、ＮＨ3から作製される酸化窒化珪素膜、またはＳｉＨ4、Ｎ2Ｏから作製される酸化窒
化珪素膜で形成すれば良い。この場合の作製条件は反応圧力２０～２００Pa、基板温度３
００～４００℃とし、高周波（６０MHz）電力密度０．１～１．０W/cm2で形成することが
できる。また、ＳｉＨ4、Ｎ2Ｏ、Ｈ2から作製される酸化窒化水素化珪素膜を適用しても
良い。窒化珪素膜も同様にプラズマＣＶＤ法でＳｉＨ4、ＮＨ3から作製することが可能で
ある。
【０１１８】
第１の下地膜は２０～２００nm（好ましくは３０～６０nm）の厚さに基板の全面に形成し
た後、図１２（Ｂ）に示すように、フォトリソグラフィーの技術を用いマスク２６２を形
成する。そして、エッチングにより不要な部分を除去して、矩形状の凸部２６３を形成す
る。第１の下地膜２６１に対してはフッ素系のガスを用いたドライエッチング法を用いて
も良いし、フッ素系の水溶液を用いたウエットエッチング法を用いても良い。後者の方法
を選択する場合には、例えば、フッ化水素アンモニウム（ＮＨ4ＨＦ2）を７．１３％とフ
ッ化アンモニウム（ＮＨ4Ｆ）を１５．４％含む混合溶液（ステラケミファ社製、商品名
ＬＡＬ５００）でエッチングすると良い。
【０１１９】
次いで、凸部２６３及び基板２６０を覆うように、絶縁膜からなる第２の下地膜２６４を
形成する。この層は第１の下地膜２６１と同様に酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素
膜などで５０～３００nm（好ましくは１００～２００nm）の厚さに形成する。
【０１２０】
上記作製工程によって、凸部２６３及び第２の下地膜２６４からなる下地膜が形成される
。なお、第２の下地膜２６４を形成した後、大気に曝さないように連続して半導体膜を成
膜するようにすることで、半導体膜と下地膜の間に大気中の不純物が混入するのを防ぐこ
とができる。
【０１２１】
本実施例は実施例１と自由に組み合わせて実施することが可能である。
【０１２２】
（実施例３）
本実施例では、レーザー光を重ね合わせるための光学系について説明する。
【０１２３】
図１３に、本実施例の光学系の具体的な構成を示す。図１３（Ａ）は本発明のレーザー照
射装置の光学系の側面図であり、図１３（Ａ）の矢印Ｂの方向から見た側面図を図１３（
Ｂ）に示す。なお図１３（Ｂ）の矢印Ａの方向から見た側面図が、図１３（Ａ）に相当す
る。図１３（Ｃ）は、図１３（Ａ）、図１３（Ｂ）に示した光学系の斜視図に相当する。
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【０１２４】
図１３では、レーザー光を４つ合成して１つのレーザー光にする場合の光学系を示してい
る。なお本実施例において合成するレーザー光の数はこれに限定されず、合成するレーザ
ー光の数は２以上８以下であれば良い。
【０１２５】
本実施例の光学系は、６つのシリンドリカルレンズ４０１、４０２、４０３、４０４、４
０５、４０６を用いている。シリンドリカルレンズ４０３、４０４、４０５、４０６のそ
れぞれに、異なるレーザー発振装置からレーザー光が入射する。
【０１２６】
そしてシリンドリカルレンズ４０３、４０５によってそのレーザー光の照射領域の形状が
加工されたレーザー光が、シリンドリカルレンズ４０１に入射する。入射したレーザー光
はシリンドリカルレンズにおいてそのレーザー光の照射領域の形状が加工された後、スリ
ット４１０において一部がカットされて、被処理物４００に照射される。また、シリンド
リカルレンズ４０４、４０６によってそのレーザー光の照射領域の形状が加工されたレー
ザー光が、シリンドリカルレンズ４０２に入射する。入射したレーザー光はシリンドリカ
ルレンズにおいてそのレーザー光の照射領域の形状が加工された後、スリット４１０にお
いて一部がカットされて、被処理物４００に照射される。
【０１２７】
被処理物４００におけるレーザー光の照射領域は互いに一部重なることで合成されて、１
つのレーザー光になっている。
【０１２８】
なお、本実施例では、被処理物４００に最も近いシリンドリカルレンズ４０１、４０２の
焦点距離を２０ｍｍとし、シリンドリカルレンズ４０３～４０６の焦点距離を１５０ｍｍ
とする。そしてシリンドリカルレンズ４０１、４０２から被処理物４００へのレーザー光
の入射角θ1は、本実施例では２５°とし、シリンドリカルレンズ４０３～４０６からシ
リンドリカルレンズ４０１、４０２へのレーザー光の入射角θ2を１０°とするように各
レンズを設置する。
【０１２９】
なお各レンズの焦点距離及び入射角は設計者が適宜設定することが可能である。さらに、
シリンドリカルレンズの数もこれに限定されず、また用いる光学系はシリンドリカルレン
ズに限定されない。本発明は、各レーザー発振装置から発振されるレーザー光の照射領域
を、半導体膜の結晶化に適した形状及びエネルギー密度になるように加工し、なおかつ全
てのレーザー光の照射領域を互いに重ね合わせて合成し、１つのレーザー光にすることが
できるような光学系であれば良い。
【０１３０】
なお本実施例では、４つのレーザー光を合成する例について示しており、この場合４つの
レーザー発振装置にそれぞれ対応するシリンドリカルレンズを４つと、該４つのシリンド
リカルレンズに対応する２つのシリンドリカルレンズとを有している。ｎ（ｎ＝２、４、
６、８）のレーザー光を合成する場合、ｎのレーザー発振装置にそれぞれ対応するｎのシ
リンドリカルレンズと、該ｎのシリンドリカルレンズに対応するｎ／２のシリンドリカル
レンズとを有している。ｎ（ｎ＝３、５、７）のレーザー光を合成する場合、ｎのレーザ
ー発振装置にそれぞれ対応するｎのシリンドリカルレンズと、該ｎのシリンドリカルレン
ズに対応する（ｎ＋１）／２のシリンドリカルレンズとを有している。
【０１３１】
次に、８つのレーザー発振装置を用いた本発明のレーザー照射装置の、光学系について説
明する。
【０１３２】
図１４（Ａ）、図１４（Ｂ）に、本実施例のレーザー照射装置に用いられる光学系の具体
的な構成を示す。図１４（Ａ）は本発明のレーザー照射装置の光学系の側面図であり、図
１４（Ａ）の矢印Ｂの方向から見た側面図を図１４（Ｂ）に示す。なお図１４（Ｂ）の矢
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印Ａの方向から見た側面図が、図１４（Ａ）に相当する。図１４（Ｃ）は、図１４（Ａ）
、図１４（Ｂ）に示した光学系の斜視図に相当する。
【０１３３】
図１４ではレーザー光を８つ合成して１つのレーザー光にする場合の光学系を示している
。なお本実施例において合成するレーザー光の数はこれに限定されず、合成するレーザー
光の数は２以上８以下であれば良い。
【０１３４】
本実施例の光学系は、１２のシリンドリカルレンズ４４１～４５２を用いている。シリン
ドリカルレンズ４４１～４４４のそれぞれに、異なるレーザー発振装置からレーザー光が
入射される。
【０１３５】
そしてシリンドリカルレンズ４５０、４４５によってそのレーザー光の照射領域の形状が
加工されたレーザー光が、シリンドリカルレンズ４４１に入射する。入射したレーザー光
はシリンドリカルレンズ４４１においてそのレーザー光の照射領域の形状が加工された後
、スリット４６０において一部がカットされて、被処理物４４０に照射される。また、シ
リンドリカルレンズ４５１、４４６によってそのレーザー光の照射領域の形状が加工され
たレーザー光が、シリンドリカルレンズ４４２に入射する。入射したレーザー光はシリン
ドリカルレンズ４４２においてそのレーザー光の照射領域の形状が加工された後、スリッ
ト４６０において一部がカットされて、被処理物４４０に照射される。また、シリンドリ
カルレンズ４４９、４４７によってそのレーザー光の照射領域の形状が加工されたレーザ
ー光が、シリンドリカルレンズ４４３に入射する。入射したレーザー光はシリンドリカル
レンズ４４３においてそのレーザー光の照射領域の形状が加工された後、スリット４６１
において一部がカットされて、被処理物４４０に照射される。また、シリンドリカルレン
ズ４５２、４４８によってそのレーザー光の照射領域の形状が加工されたレーザー光が、
シリンドリカルレンズ４４４に入射する。入射したレーザー光はシリンドリカルレンズ４
４４においてそのレーザー光の照射領域の形状が加工された後、スリット４６１において
一部がカットされて、被処理物４４０に照射される。
【０１３６】
被処理物４４０におけるレーザー光の照射領域は互いに一部重なることで合成されて、１
つのレーザー光になっている。
【０１３７】
なお、本実施例では、被処理物４４０に最も近いシリンドリカルレンズ４４１～４４４の
焦点距離を２０ｍｍとし、シリンドリカルレンズ４４５～４５２の焦点距離を１５０ｍｍ
とする。そしてシリンドリカルレンズ４４１～４４４から被処理物４４０へのレーザー光
の入射角θ1は、本実施例では２５°とし、シリンドリカルレンズ４４５～４５２からシ
リンドリカルレンズ４４１～４４４へのレーザー光の入射角θ2を１０°とするように各
レンズを設置する。
【０１３８】
なお各レンズの焦点距離及び入射角は設計者が適宜設定することが可能である。さらに、
シリンドリカルレンズの数もこれに限定されず、また用いる光学系はシリンドリカルレン
ズに限定されない。本発明は、各レーザー発振装置から発振されるレーザー光の照射領域
を、半導体膜の結晶化に適した形状及びエネルギー密度になるように加工し、なおかつ全
てのレーザー光の照射領域を互いに重ね合わせて合成し、１つのレーザー光にすることが
できるような光学系であれば良い。
【０１３９】
なお本実施例では、８つのレーザー光を合成する例について示しており、この場合８つの
レーザー発振装置にそれぞれ対応するシリンドリカルレンズを８つと、該８つのシリンド
リカルレンズに対応する４つのシリンドリカルレンズとを有している。
【０１４０】
レーザー光を５つ以上重ね合わせるとき、光学系を配置する場所及び干渉等を考慮すると
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、５つ目以降のレーザー光は基板の反対側から照射するのが望ましく、この場合基板は透
過性を有していることが必要である。
【０１４１】
また、均一なレーザー光の照射を実現するためには、照射面に垂直な平面であって、かつ
合成前の各ビームの形状をそれぞれ長方形と見立てたときの短辺を含む面または長辺を含
む面のいずれか一方を入射面と定義すると、前記レーザー光の入射角度θは、入射面に含
まれる前記短辺または前記長辺の長さがＷ、前記照射面に設置され、かつ、前記レーザー
光に対して透光性を有する基板の厚さがｄであるとき、θ≧arctan（W/2d）を満たすのが
望ましい。この議論は合成前の個々のレーザー光について成り立つ必要がある。なお、レ
ーザー光の軌跡が、前記入射面上にないときは、該軌跡を該入射面に射影したものの入射
角度をθとする。この入射角度θでレーザー光が入射されれば、基板の表面での反射光と
、前記基板の裏面からの反射光とが干渉せず、一様なレーザー光の照射を行うことができ
る。以上の議論は、基板の屈折率を１として考えた。実際は、基板の屈折率が１．５前後
のものが多く、この数値を考慮に入れると上記議論で算出した角度よりも大きな計算値が
得られる。しかしながら、ビームスポットの長手方向の両端のエネルギーは減衰があるた
め、この部分での干渉の影響は少なく、上記の算出値で十分に干渉減衰の効果が得られる
。上記のθに対する不等式は、基板がレーザビームに対して透光性のあるもの以外には適
用されない。
【０１４２】
本実施例の構成は、実施例１または２と自由に組み合わせて実施することが可能である。
【０１４３】
（実施例４）
本実施例では、レーザー光を重ね合わせたときの、各レーザー光の中心間の距離と、エネ
ルギー密度との関係について説明する。なお、説明を分かり易くするため、スリットを設
けない場合について説明する。
【０１４４】
図１５に、各レーザー光の中心軸方向におけるエネルギー密度の分布を実線で、合成され
たレーザー光のエネルギー密度の分布を破線で示す。レーザー光の中心軸方向におけるエ
ネルギー密度の値は、一般的にガウス分布に従っている。
【０１４５】
合成前のレーザー光において、ピーク値の１／ｅ2以上のエネルギー密度を満たしている
中心軸方向の距離を１としたときの、各ピーク間の距離をＸとする。また、合成されたレ
ーザー光において、合成後のピーク値と、バレー値の平均値に対するピーク値の割増分を
Ｙとする。シミュレーションで求めたＸとＹの関係を、図１６に示す。なお図１６では、
Ｙを百分率で表した。
【０１４６】
図１６において、エネルギー差Ｙは以下の式１の近似式で表される。
【０１４７】
【式１】
Ｙ＝６０－２９３Ｘ＋３４０Ｘ2（Ｘは２つの解のうち大きい方とする）
【０１４８】
式１に従えば、例えばエネルギー差を５％程度にしたい場合、Ｘ≒０．５８４となるよう
にすれば良いということがわかる。Ｙ＝０となるのが理想的だが、それではレーザー光の
長さが短くなるので、スループットとのバランスでＸを決定すると良い。
【０１４９】
次に、Ｙの許容範囲について説明する。図１７に、レーザー光が楕円形状を有している場
合の、中心軸方向におけるビーム幅に対するＹＶＯ4レーザーの出力（Ｗ）の分布を示す
。斜線で示す領域は、良好な結晶性を得るために必要な出力エネルギーの範囲であり、３
．５～６Ｗの範囲内に合成したレーザー光の出力エネルギーが納まっていれば良いことが
わかる。
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【０１５０】
合成後のレーザー光の出力エネルギーの最大値と最小値が、良好な結晶性を得るために必
要な出力エネルギー範囲にぎりぎりに入るとき、良好な結晶性が得られるエネルギー差Ｙ
が最大になる。よって図１７の場合は、エネルギー差Ｙが±２６．３％となり、上記範囲
にエネルギー差Ｙが納まっていれば良好な結晶性が得られることがわかる。
【０１５１】
なお、良好な結晶性を得るために必要な出力エネルギーの範囲は、どこまでを結晶性が良
好だと判断するかによって変わり、また出力エネルギーの分布もレーザー光の照射領域の
形状によって変わってくるので、エネルギー差Ｙの許容範囲は必ずしも上記値に限定され
ない。設計者が、良好な結晶性を得るために必要な出力エネルギーの範囲を適宜定め、用
いるレーザーの出力エネルギーの分布からエネルギー差Ｙの許容範囲を設定する必要があ
る。
【０１５２】
本実施例は、実施例１～３と組み合わせて実施することが可能である。
【０１５３】
（実施例５）
本実施例では、複数のレーザー光の照射領域を重ねるのではなく、複数の各レーザー光が
走査された領域が互いに重なるようにレーザー光を照射する例について説明する。
【０１５４】
図１８に、凸部５０１を有する絶縁膜上に形成された半導体膜５０２に、複数のレーザー
発振装置から発せられるレーザー光を照射する様子を示す。なお図１８では、凸部５０１
の長手方向に対して４５度の方向にレーザー光を走査しているが、本実施例はこの構成に
限定されない。凸部５０１の長手方向に沿っていても良いし、長手方向に対する角度が４
５度以外の角度であっても良い。
【０１５５】
また図１８では、４つのレーザー光を走査しているが、レーザー光の数はこれに限定され
ない。４つのレーザー光の照射領域５０３～５０６は、それぞれ白抜きの矢印で示した方
向に走査される。そして各照射領域５０３～５０６は互いに重なってはいないが、レーザ
ー光の走査によって各照射領域が照射される領域は、エネルギー密度の低い領域どうしが
互いに重なっている。
【０１５６】
上記構成によって、レーザー光の照射領域を重ねなくても、半導体膜に照射されるレーザ
ー光のエネルギー密度を均一にすることができる。よって、図２（Ｃ）に示したようにレ
ーザー光の照射領域を重ね合わせる場合ほど光学系の精密さは要求されない。
【０１５７】
本実施例は、実施例１～４と自由に組み合わせて実施することが可能である。
【０１５８】
【発明の効果】
本発明では、複数のレーザー発振装置から発振されたレーザー光を合成することで、各レ
ーザー光のエネルギー密度の弱い部分を補い合うことができる。よって、複数の各レーザ
ー発振装置から発せられるレーザー光を合成せずにそれぞれ単独で用いるよりも、レーザ
ー光のうち、結晶化に必要な程度のエネルギー密度を有する領域が広がり、基板の処理効
率を高めることができる。
【０１５９】
さらに本発明ではスリットを用いて、合成されたレーザー光のうち、走査方向においてエ
ネルギー密度が所定の値以下の領域をカットする。上記構成により、走査方向におけるレ
ーザー光のエネルギー密度の平均値を高めることができ、面積あたりのレーザー光の照射
時間を抑え、なおかつ被処理物に与えるトータルの熱量を高めることができる。よって、
基板が加熱されるのを抑えつつ、半導体膜の結晶性を高めることができる。
【０１６０】
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で、ＴＦＴのチャネル形成領域に粒界が形成されるのを防ぐことができ、粒界によってＴ
ＦＴの移動度が著しく低下したり、オン電流が低減したり、オフ電流が増加したりするの
を防ぐことができる。
【０１６１】
また、凹部近傍の結晶性をより高めるように、凹凸を有する絶縁膜上の半導体膜を結晶化
するには、レーザー光の照射により膜厚方向において完全に半導体膜を溶融させるのが望
ましい。これは、凹部近傍においてレーザー光により溶融されきれなかった固相の領域が
存在すると、該領域を核として成長した結晶どうしがぶつかって結晶粒が形成されてしま
うためである。本発明では、走査方向においてレーザー光のエネルギー密度の低い部分を
スリットで遮蔽し、照射領域内のエネルギー密度の平均値を高めることができるので、面
積あたりの照射時間が同じでも、半導体膜に与えるトータルの熱量を高めることができる
。よって、基板が加熱されるのを抑えつつ、半導体膜を膜厚方向において完全に溶融する
ことができ、凹部の結晶性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　本発明のレーザー照射装置の構造を示す図。
【図２】　　レーザー光の照射領域の形状及びエネルギー密度の分布を示す図。
【図３】　　レーザー光とスリットの位置関係を示す図。
【図４】　　レーザー光とスリットの位置関係を示す図。
【図５】　　本発明の半導体表示装置の作製工程を示す図。
【図６】　　本発明の半導体表示装置の作製工程を示す図。
【図７】　　本発明の半導体表示装置の作製工程を示す図。
【図８】　　本発明の作製方法を用いて形成されたインバーター及びトランスミッション
ゲートの上面図及び回路図。
【図９】　　被処理物においてレーザー光の移動する方向を示す図。
【図１０】　本発明の半導体表示装置の作製工程を示す図。
【図１１】　凸部を有する下地膜の作製方法を示す図。
【図１２】　凸部を有する下地膜の作製方法を示す図。
【図１３】　レーザー照射装置の光学系の図。
【図１４】　レーザー照射装置の光学系の図。
【図１５】　重ね合わせたレーザー光の中心軸方向におけるエネルギー密度の分布を示す
図。
【図１６】　レーザー光の中心間の距離とエネルギー差の関係を示す図。
【図１７】　レーザー光の中心軸方向における出力エネルギーの分布を示す図。
【図１８】　レーザー照射方法の一実施例を示す図。
【図１９】　凸部を有する下地膜上に形成された半導体膜にレーザー光を照射して結晶化
させた後の、ＴＥＭの断面像。
【図２０】　凹凸を有する下地膜上に形成されたシリコンにレーザー光を照射したときの
、温度分布の時間変化を示す図。
【図２１】　凹凸を有する下地膜上に形成されたシリコンにレーザー光を照射したときの
、温度の時間変化を示す図。
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